
１　認定

整理 図面

番号 番号

小 向 仲 野 町 幸　区 小向仲野町 ４３番 ８先

第 １ ４ 号 線 幸　区 小向仲野町 ４３番 ４先

子 母 口 高津区 子母口 １２６番 ８先

第 ９ ９ 号 線 高津区 子母口 １２６番 １８先

子 母 口 高津区 子母口 １２６番 １先

第 １ ０ ０ 号 線 高津区 子母口 １１１番 １２先

子 母 口 高津区 子母口 ３９９番 ３先

第 １ ０ １ 号 線 高津区 子母口 ４００番 ６先

神 木 本 町 宮前区 神木本町４丁目 ２０５番 ６先

第 １ ７ ７ 号 線 宮前区 神木本町４丁目 ２０５番 ４３先

中 野 島 多摩区 中野島 １６２８番 ２先

第 ２ １ ４ 号 線 多摩区 中野島 １６２８番 ８先

南 生 田 多摩区 南生田２丁目 ７０８３番 １０先

第 ２ ３ １ 号 線 多摩区 南生田２丁目 ７０８３番 ２先

西 生 田 多摩区 西生田２丁目 ２８４８番 ６先

第 １ ７ ３ 号 線 多摩区 西生田２丁目 ２８５２番 ７先

菅 馬 場 多摩区 菅馬場１丁目 ３７９５番 ８先

第 １ ２ ７ 号 線 多摩区 菅馬場１丁目 ３７９６番 ６先

２７ ７

２８ ８

２４ ４

２５ ５

２６ ６

２１ ２

２２ ２

２３ ３

　　　　　平成２５年　６月　　日提出

　　川崎市長　阿　部　孝　夫

路 線 名
起 点

終 点

２０ １

議案第　　　号

　　　　市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

議案第８７号 

 

市道路線の認定及び廃止について 

 

道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。 

 

平成２５年 ６ 月 ３ 日提出           

川崎市長 阿 部 孝 夫        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



整理 図面

番号 番号

上 麻 生 麻生区 上麻生４丁目 ５０番 ７５先

第 ４ ０ ７ 号 線 麻生区 上麻生４丁目 ５０番 ６先

上 麻 生 麻生区 上麻生４丁目 ５０番 ７１先

第 ４ ０ ８ 号 線 麻生区 上麻生４丁目 ５０番 ６０先

上 麻 生 麻生区 上麻生７丁目 １８７番 １２先

第 ４ ０ ９ 号 線 麻生区 上麻生７丁目 １８８番 ６先

整理 図面

番号 番号

子 母 口 高津区 子母口 １６２番 先

第 ４ ５ 号 線 高津区 子母口 １６５番 １先

子 母 口 高津区 子母口 １１４番 先

第 ６ ８ 号 線 高津区 子母口 １１２番 先

北 見 方 高津区 北見方２丁目 ３７６番 ６先

第 １ ９ 号 線 高津区 北見方２丁目 ３７７番 １先

馬 絹 宮前区 馬絹 ９５７番 １先

第 １ ３ 号 線 宮前区 馬絹 ９５７番 １先

西 生 田 多摩区 西生田２丁目 ２８４８番 ６先

第 ５ 号 線 多摩区 西生田２丁目 ２８５２番 １先

上 麻 生 麻生区 上麻生７丁目 １８７番 ６先

第 ２ ０ ７ 号 線 麻生区 上麻生７丁目 １８７番 ４先
３７ １６

３４ １３

３５ １４

３６ １５

路 線 名
起 点

終 点

３２ １１

３３ １２

３１ １０

２　廃止

路 線 名
起 点

終 点

２９ ９

３０ ９



認 定 理 由 

図面番号① 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（幸区小向仲野町地内）               整理番号２０ 
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認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区子母口地内）            整理番号 ２１、２２ 
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認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区子母口地内）            整理番号 ２１、２２ 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号③ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区子母口地内）               整理番号 ２３ 
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認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区神木本町４丁目地内）           整理番号 ２４ 
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認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区神木本町４丁目地内）           整理番号 ２４ 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑤ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区中野島地内）               整理番号 ２５ 
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認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区南生田２丁目地内）            整理番号 ２６ 
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認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区南生田２丁目地内）            整理番号 ２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑦ 

 本箇所は、路線の一部は不要であるため廃止をするが、残置路線は一般交通

に必要なので、これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区西生田２丁目地内）            整理番号 ２７ 
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認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区菅馬場１丁目地内）            整理番号 ２８ 
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認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区菅馬場１丁目地内）            整理番号 ２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑨ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区上麻生４丁目地内）         整理番号 ２９、３０ 
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認 定 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、一般交通に必要なので、これを市道として認定したい。 

 

 

見取図（麻生区上麻生７丁目地内）            整理番号 ３１ 
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認 定 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、一般交通に必要なので、これを市道として認定したい。 

 

 

見取図（麻生区上麻生７丁目地内）            整理番号 ３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

 

見取図（高津区子母口地内）               整理番号 ３２ 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

 

見取図（高津区子母口地内）               整理番号 ３２ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑫ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（高津区子母口地内）               整理番号 ３３ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑫ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（高津区子母口地内）               整理番号 ３３ 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑬ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（高津区北見方２丁目地内）            整理番号 ３４ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑭ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（宮前区馬絹地内）                整理番号 ３５ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑭ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（宮前区馬絹地内）                整理番号 ３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑮ 

 本箇所は、路線の一部が一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（多摩区西生田２丁目地内）            整理番号 ３６ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑯ 

 本箇所は、一般交通に必要ないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区上麻生７丁目地内）            整理番号 ３７ 
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